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アロエ健康食品中のバルバロイン含有量

Content of Barbaloin in Aloe Health Foods

Minori Nakai, Eriko Nakamura, Sadahiro Kawazoe

Summary

We investigated the content of laxative ingredient barbaloin in aloe health foods, pharmacopoeial aloe, 

drugs containing aloe, and Aloe arborescens plants by HPLC. The barbaloin content was as follow: aloe health 

foods (10 products), 0.21～15.6 mg/mL or g; pharmacopoeial aloe (1 product), 143 mg/g; drugs containing aloe 

(2 products), 30.5～63.6 mg/g; Aloe arborescens (2 products), 2.37～7.06 mg/g. The intakes of barbaloin from 

health foods and drugs containing aloe were estimated to be 1.25～82.8 and 7.63～58.0 mg/day, respectively. 

In one product of aloe health foods, barbaloin intake level was higher than that of the drug containing aloe. 

Therefore, the possibility of excessive intake of barbaloin from aloe health foods should be considered.
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Ⅰ．緒言

アロエはユリ科アロエ属の植物で様々な種があ
り，医薬品，食品などに広く利用されている。日本
薬局方の生薬に用いられるのはケープアロエ（Aloe 

ferox），またはこれとアロエアフリカーナ（Aloe 

africana）やアロエスピカータ（Aloe spicata）との
雑種であり，葉から得られた液汁を乾燥して使用さ
れる1，2）。生薬名はアロエ（盧會：ロカイ）といい，
主な薬効は健胃，緩下，強壮である1）。食用アロエ
として知られているのはアロエベラ（キュラソーア
ロエ）（Aloe barbadensis）（=Aloe vera）であり，日
本で多くみられる種で「医者いらず」と呼ばれてい
るのはキダチアロエ（Aloe arborescens）である1）。
食品と医薬品の区分が示された食薬区分，すなわち

厚生労働省通知「医薬品の範囲に関する基準」にお
いて，アロエベラの根と葉肉，キダチアロエの葉（全
体）は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬
品と判断しない成分本質（原材料）リスト」3）に入っ
ている。よって，アロエベラの皮を除いた半透明の
葉肉がヨーグルトなどに用いられ，キダチアロエが
健康食品として飲料，錠剤に使用されている4）。な
お，キダチアロエは民間療法として新鮮な葉の液汁
を経口で胃腸病，便秘症などに，外用でやけど，外
傷，擦り傷などに用いられてきた5）。しかし，キダ
チアロエのヒトでの有効性について科学的に実証さ
れたデータは見当たらない5）。

アロエ属の植物はバルバロイン（barbaloin）（ア
ロイン）（図１），アロエエモジン，その他サリチル
酸化合物，乳酸マグネシウム，樹脂を成分として含
む5）。このうち，バルバロインはゲル状の葉肉部分
にはほとんど含まれないが，葉の表皮の部分に多く
含まれる苦味成分であり，緩下作用・抗菌作用など
の生理作用を有する1，5）。そのため，ケープアロエ
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などの葉の液汁は生薬として用いられ，アロエベラ
の葉の液汁は厚生労働省通知「医薬品の範囲に関す
る基準」の「専ら医薬品として使用される成分本質

（原材料）リスト」6）に入っており，緩下薬として使
用される5）。また、ドイツの薬用植物の評価委員会
のコミッション E モノグラフでも，ケープアロエ
とアロエベラの葉から得た液汁は治療目的での使用
が承認されている4，5）。なお，キダチアロエからは
上述のように健康食品が作られている。それは葉全
体を使ったものであり，バルバロインが含まれてい
る。

ところで，健康食品は飲料，錠剤の形状のため容
易に多量摂取できる。そのため，キダチアロエを含
む健康食品の場合，多量のバルバロインを摂取する
ことになる。上述のように緩下作用をもつバルバロ
インは，摂取量によって生薬・医薬品的な下剤成分
としての生理作用をおよぼす可能性があり，バルバ
ロインの過剰摂取は安全性の観点から心配される。

実際に，キダチアロエを含む健康食品の過剰摂取
によって水溶性下痢，強い腹痛が起こり，嘔吐を伴
うよう急性腹症と疑われる健康被害が起こった事例
があり，これは健康食品がバルバロインのような下
剤成分を有するためと考えられている7）。また，全
国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）
における健康食品の危害情報には，アロエを使用し
た健康食品によって「下痢が止まらない」などの事
例が寄せられている4）。

我が国の独立行政法人国民生活センターは，PIO-

NET におけるアロエを使用した健康食品による健
康被害の情報を踏まえ，2004 年 12 月に，神奈川県
相模原市内で，および通信販売によって錠剤，飲料
形態のキダチアロエを使った健康食品を入手し，健
康食品の通常の摂取目安量をとった時にどの程度の
バルバロインの量を摂取することになるのか調査し
ている4）。しかし，健康食品の製品の種類は多く，
経年的に製品が変わる可能性もあり，同様の調査を
継続して行う必要があると考えられる。そこで，今
回我々は，2014 年に入手した錠剤，飲料形態のキ
ダチアロエを使用した健康食品（以下，アロエ健康
食品）について，バルバロイン含有量を調査し，ど
の程度の量のバルバロインを摂取する可能性がある
のか，安全性の観点から検討したので報告する。
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図 1　バルバロイン

Ⅱ．方法

1．試料と調製
アロエ健康食品 10 製品，比較のためのアロエ医

薬品 3 製品を入手した。医薬品の日本薬局方の生薬
のアロエ末 1 製品は京都市内の漢方薬局で購入し，
その他の製品は，京都市内のドラッグストアで購入
あるいはインターネットを介した通信販売によって
購入した。試料の入手期間は 2014 年 4 月～9 月で，
入手直後あるいは室温で保存後，実験に供した。粉
末製品および飲料製品はそのままの状態で，錠剤製
品は粉状までミキサーで粉砕して抽出に用いた。参
考データを得るために，植物のキダチアロエもイン
ターネットを介した通信販売で，2014 年 4 月～
2015 年 9 月の期間に 2 回購入した。入手直後に，
生葉 2.5kg を横切片になるように細切した後，定温
恒温乾燥器中で 60℃，2 昼夜乾燥し，粉状までミ
キサーで粉砕して抽出に用いた。

2．試薬
生薬試験用のバルバロイン標準品，シュウ酸，メ

タノール，アセトニトリル，酢酸は和光純薬工業（株）
製を用いた。0.02％シュウ酸メタノール溶液の調製
は、シュウ酸 0.02g をメタノールに溶解して 100mL

とした。

３．HPLC の試験溶液の調製と測定条件
試料からの HPLC 試験溶液の調製と HPLC 測定

条件は，日本薬局方（14 改正）アロエ中のバルバ
ロイン定量法を参考に作られた国民生活センターの
方法4）従い，以下のようにした。

粉末または錠剤を粉砕した粉状の試料の場合，
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0.1g を 100mL ナス型フラスコにとり，水 2.5mL を
加え，さらに 0.02% シュウ酸メタノール溶液 35mL

を加えた後，還流抽出（80℃，30 分間）した。抽
出液を 0.02% シュウ酸メタノール溶液で 50mL に
定容した。この上清 30mL をロータリーエバポレー
ターで濃縮乾固（50℃）し，メタノール 3mL を加
えて溶解した後、カートリッジのメンブランフィル
ター（0.45μm）でろ過し，HPLC 試験溶液とした。

飲料の試料の場合，25mL をとり，0.02% シュウ
酸メタノール溶液 25mL を加えた。超音波抽出（30
分間）を行った後，抽出液を0.02% シュウ酸メタノー
ル溶液で 50mL に定容した。これを，カートリッジ
の メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ ー（0.45μm） で ろ 過 し，
HPLC 試験溶液とした。

HPLC の装置は，（株）島津製作所製の送液ポンプ
LC-20AD，検出器 SPD-20AV を用い，データ処理は
同じく（株）島津製作所製のクロマトパック C-R8A を
用いた。カラムはナカライテスク（株）製の COSMOSIL 

5C18-MS-Ⅱ（5μm，4.6mm×250mm），移動相はア
セトニトリル／水／酢酸（24：76：1）を用いた。
流速は 1.0mL/min，カラム温度は 35℃，検出波長は
360nm に設定し，試料注入量は 20μL とした。

4．HPLC によるバルバロインの定量
バルバロイン標準品を 10mg 精秤し，0.02% シュ

ウ酸メタノール溶液に溶解して標準原液をつくった
ものを段階的に希釈し，2～100μg/mL の標準溶液を
調製した。

上記の HPLC 測定条件で，標準溶液 20μL を注入
し，ピーク面積を測定した。標準溶液の濃度とピー
ク面積からバルバロインの検量線（y = 13772.546x, 
r2 = 0.989）を作成した。試料中のバルバロイン含
有量は，試料の HPLC 試験溶液の注入によって得ら
れたピーク面積を検量線へ適用し，さらに希釈濃度
を考慮し算出した。1 試料につき 3 回繰り返して（3
つの HPLC 試験溶液を調製）定量分析を行い，含有
量の平均値を求めた（n=3）。

Ⅲ．結果

1．�試料の主な原材料，形状，原産国，一日摂取目
安量・服用量

表１に，アロエ健康食品 10 製品（S-01～S-10），
アロエ医薬品 3 製品（D-01～D-03）に表示されて
いる主な原材料，形状，表示から推定される一日摂
取目安量・服用量を示した。植物のキダチアロエ

（A-01）も表 1 に合わせて示した。
健康食品は，有機キダチアロエあるいはキダチア

ロエが主な原材料であったが，それら以外に S-05
にはボタンボウフウ末などが含まれていた。また，
S-10 はアロエとなっており，種類が不明であった。
形状は，4 製品が飲料，5 製品が錠剤，1 製品が粉
末であった。なお，表には示していないが，原産国
は全て日本である。医薬品は，主な原材料として，
D-02（第 2 類の一般用医薬品）にアロエの他にセ
ンノシドが含まれていた。形状は，1 製品が粉末，
2 製品が錠剤であった。原産国は全て日本である。

表 1　�アロエ健康食品・医薬品の製品に表示されている主な原材料，形状，一日摂取目安量・服用量，バルバ
ロイン含有量，一日摂取目安量・服用量あたりのバルバロイン量

試料 No. 主な原材料 形状 一日摂取目安量・服用量
バルバロイン含有量
（mg/mL,�mg/g）

�n=3

一日摂取目安量・服用量
あたりのバルバロイン量

（mg/day）
健康食品

S-01 有機キダチアロエ生葉 飲料 15－40 mL 0.21 3.15－8.40 
S-02 有機キダチアロエ 飲料 15－40 mL 1.00 15.0－40.0
S-03 キダチアロエしぼり汁 飲料 40－90 mL 0.92 36.8－82.8 
S-04 キダチアロエ葉 飲料 15－60 mL 0.74 11.1－44.4 

S-05 キダチアロエエキス末，
ボタンボウフウ末，他 錠剤 4 粒（1.16 g） 4.42 5.13

S-06 有機キダチアロエ粉末 錠剤 4－8 粒（0.99－1.97g） 15.6 15.4－30.6 
S-07 キダチアロエ 錠剤 6 粒（1.49g） 0.84 1.25 
S-08 有機キダチアロエ粉末 錠剤 3～5 粒（0.76－1.25g） 10.3 7.82－12.9 
S-09 キダチアロエ末 錠剤 2 粒（0.50g） 2.88 1.44 
S-10 アロエ 粉末 記載なし 2.43 ―

医薬品
D-01（日本薬局方） アロエ末 粉末 ― 143 ―

D-02（第 2 類） アロエエキス，センノシド 錠剤 1－3 粒（0.12－0.36g） 63.6 7.63－22.9
D-03（第 3 類） アロエ末 錠剤 3－6 粒（0.95－1.90g） 30.5 29.0－58.0

植物
A-01 キダチアロエ 粉末（生葉を乾燥） ― 2.37－7.06 ―

一日摂取目安量・服用量あたりのバルバロイン量は，試料のバルバロイン含有量の結果をもとに算出した。
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植物のキダチアロエ A-01 は生葉を乾燥した粉末状
のもので，日本産である。健康食品の一日摂取目安
量（製品を利用する際の目安量）は，飲料では
S-03の90mLが最も多かった。錠剤ではS-06の1.97g

（8 粒）が最も多かった。S-10 は一日摂取目安量が
表示されていなかった。医薬品の一日の服用量は，
錠剤 D-03（第 3 類の一般用医薬品）の 1.90g（6 粒）
が多かった。D-01 は日本薬局方の生薬アロエ末で
あり，生薬であることから一日の服用量は表示され
ていない。

2．バルバロイン含有量
バルバロイン標準品および試料から調製された試

験溶液の HPLC クロマトグラムの例として，バルバ

ロインの標準溶液 25μg/mL，アロエ健康食品 S-01，
アロエ医薬品 D-01，植物のキダチアロエ A-01 のク
ロマトグラムを図 2 に示した。クロマトグラム上の
約 14 分のピークは，バルバロイン標準品の保持時
間との一致およびアロエ健康食品中のバルバロイン
を HPLC で分析した報告8）におけるクロマトグラム
との比較をもって，バルバロインとした。アロエ健
康食品とアロエ医薬品のすべて，および植物のキダ
チアロエからバルバロインが検出された。

アロエ健康食品 10 製品（S-01～S-10），アロエ医
薬品3製品（D-01～D-3），植物のキダチアロエ（A-01）
中のバルバロイン含有量を前述の表１に合わせて示
した。

健康食品のバルバロイン含有量は 1mL あるいは

バルバロイン バルバロイン

バルバロイン バルバロイン

バルバロインの標準溶液（ μ ） アロエ健康食品（ ）

アロエ医薬品（ ） 植物キダチアロエ（ ）

図 2　 バルバロインの標準溶液（25μg/mL），アロエ健康食品（S-01），アロエ医薬品（D-01），植物キダチアロエ（A-01）から調製
された試験溶液の HPLC クロマトグラム
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1g あたり 0.21～15.6mg であり，製品間でかなり幅
があった。形状で比較すると，S-07 を除き，含有
量は錠剤＞飲料となった。また、医薬品のバルバロ
イン含有量で，日本薬局方の生薬アロエ末 D-01 が
143mg/g，D-02 が 63.6mg/g，D-03 が 30.5mg/g であ
り，健康食品より高かった。植物のキダチアロエ
A-01 のバルバロイン含有量は 2.37～7.06mg/g であ
り，試料によってばらつきが生じた。

3．一日摂取目安量・服用量あたりのバルバロイン量
製品の表示から推定される一日摂取目安量・服用

量にバルバロイン含有量を乗じて，一日摂取目安量・
服用量あたりのバルバロイン量を算出した結果を，
前述の表１にあわせて示した。健康食品 S-10 と医
薬品 D-01 は一日摂取目安量・服用量が不明のため，
計算の対象から除外した。

健康食品 9 製品（S-01～S-09）の一日摂取目安量
あたりのバルバロイン量は 1.25～82.8mg であり，
かなり幅があった。最大の一日摂取目安量あたりの
バルバロイン量を形状で比較すると，S-01 を除き，
飲料＞錠剤となった。医薬品（D-2，D-03）一日服
用量あたりのバルバロイン量は 7.63～58.0mg であ
り，健康食品 S-03 の最大の一日摂取目安量あたり
のバルバロイン量 82.8mg より低かった。

Ⅳ．考察

今回の研究によって，アロエ健康食品からどの程
度の量のバルバロインを摂取する可能性があるの
か，安全性の観点から明らかにする必要がある。安
全性の基準としては，次の情報が参考になる。まず，
日本薬局方の生薬のアロエおよびアロエ末（アロエ
を粉末としたもの）は，乾燥物に対しバルバロイン
4.0％（40mg/g）以上を含む，という量の規格があ
る1，2，4）。さらに，生薬アロエの適用としては，便秘
やそれに伴う腹部膨満などの諸症状に，緩下薬とし
て粉末 0.125～0.25g /1 回，1～3 回 /1 日を服用と指
示されており，一日あたりの最小用量は 0.125g で
ある4，5）。バルバロインとしては，最小量は 5mg と
なる。次に，ドイツのコミッション E モノグラフ
では，便秘に対して使用されるケープアロエとアロ
エベラの適用量は，バルバロインとして一日あたり
20～30mg である4）。よって，バルバロイン量とし
ては，5～30mg が医薬品的効果を示す範囲ではな
いかと考えられる。以下では，アロエ健康食品，ア
ロエ医薬品および植物のバルバロイン含有量に関す
る考察，アロエ健康食品およびアロエ医薬品の一日

摂取目安量・服用量あたりのバルバロイン量に関す
る考察を行うとともに，医薬品のバルバロイン量 5
～30mg と比較した場合のアロエ健康食品の安全性
について考察を行う。

ところで，緒言では，アロエ健康食品のバルバロ
イン含有量の調査を継続的に行う必要性を述べた。
健康食品ではないが，継続的な調査が行われている
例として食品添加物の摂取量調査がある9）。食生活
の変化により，使用される食品添加物の種類や量も
変わることから，食品添加物の過剰摂取防止のため
に，私たちがどの程度食品添加物を摂取しているか
を知ることは重要と考えられている。調査では，流
通食品における食品添加物の使用量を調べて，食品
添加物の摂取量を把握すること，さらに過去のデー
タと比較することが継続的に行われている。この考
え方は，健康食品にも適用することができる。今回
の調査対象のアロエ健康食品に関しては，すでに
1997 年に，東京都立衛生研究所によるバルバロイ
ン含有量の調査や，2005 年に，国民生活センター
による 2004 年に入手した健康食品の摂取目安量に
おけるバルバロイン量の調査が報告されている4，8）。
そこで，今回は，2014 年に入手した健康食品に関
する調査と過去の結果を比較してみる。以下にその
考察も上記の考察にあわせて述べる。

1．�アロエ健康食品，アロエ医薬品および植物のバ
ルバロイン含有量の特徴

アロエ健康食品の飲料と錠剤の 10 製品の 1mL あ
るいは 1g あたりバルバロイン含有量は約 74 倍の
幅があった。さらに，飲料 4 製品と錠剤 5 製品を比
較すると，飲料は 0.21～1.00mg で約 4.8 倍，錠剤
は 0.84～15.6mg で約 19 倍の幅となり，錠剤間で含
有量の幅が大きいことが，全製品間の含有量の幅が
かなり大きい原因になっていることがわかった。一
方で，含有量は錠剤（S-07 を除く）＞ 飲料となった。
錠剤は原料を小さく固めたものであり，飲料は原料
を一定容量の溶液に溶解させたものであることが，
濃度に反映していると考えられる。

アロエ医薬品の日本薬局方の生薬アロエ末は，
4％（40mg/g）以上のバルバロイン含む乾燥物という
規格を満たしていた。また，アロエ医薬品 3 製品の
バルバロイン含有量は健康食品 10 製品より高かっ
た。これは医薬品に用いられるアロエの種類，部位
は健康食品と異なるためと判断され，医薬品より含
有量が高い健康食品は存在しないことがわかった。

2 回購入した植物のキダチアロエのバルバロイン
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含有量は試料によって約 3 倍のばらつきが生じ，購
入時期によって含有量が変わることが明らかとなっ
た。植物における含有量は今回の健康食品の含有量
の範囲内であり，大きな違いはないことが判明した。

2．�アロエ健康食品およびアロエ医薬品の一日摂取
目安量・服用量あたりのバルバロイン量の特徴

アロエ健康食品 9 製品（S-01～S-09）の一日摂取目
安量あたりのバルバロイン量は約 66 倍の幅があっ
た。飲料 4 製品と錠剤 5 製品を比較すると，飲料は
11.1～82.8mg で約 7.5 倍，錠剤は 1.25～30.6mg で
約 24 倍の幅となり，バルバロイン含有量と同様に，
錠剤間のバルバロイン量の幅が大きかった。錠剤間
の幅が大きいことが，全製品間の幅がかなり大きい
原因になっていることがわかった。飲料と錠剤の最
大の一日摂取目安量あたりのバルバロイン量を比較
すると，S-01 を除き，バルバロイン含有量の場合
とは逆に，飲料＞錠剤となった。これは，飲料のバ
ルバロイン含有量は低くても，摂取目安量が多いた
めである。

先に述べたように，アロエ医薬品のバルバロイン
含有量は健康食品より高かったが，医薬品 2 製品

（D-02，D-03）の最大の一日服用量あたりのバルバ
ロイン量は，健康食品 S-03 の最大の一日摂取目安
量あたりのバルバロイン量より低く，医薬品を上回
るバルバロイン摂取になる健康食品が存在すること
がわかった。

今回のアロエ医薬品 D-03 の一日服用量あたりの
バルバロイン量は 30mg 近くあるいはそれ以上で
あった。一方で，S-07 と S-09 を除くアロエ健康食
品 7 製品の一日摂取目安量あたりのバルバロイン量
は，摂取目安量によっては 5mg 以上であり，これ
らは医薬品的効果になる可能性がある。また，S-02
～S-04，S-06 は，最大の一日摂取目安量ではバルバ
ロイン量が 30mg を超えることから過剰摂取にな
り，さらに S-03 は医薬品 D-03 以上の効果になる可
能性があると考えられる。

3．アロエ健康食品の安全性
今回のアロエ健康食品に関する調査についてまと

めると，すべて下剤成分のバルバロインが含まれ，
製品間のバルバロイン含有量の差は大きかった。製
品間の一日摂取目安量あたりのバルバロイン量の差
も大きかった。アロエ医薬品よりバルバロイン含有
量が高い健康食品はなかったが，一日摂取目安量あ
たりのバルバロイン量からすると，医薬品的効果を

示す可能性がある健康食品があり，注意が必要であ
る。さらに，医薬品の一日服用量あたりのバルバロ
イン量を上回る量のバルバロインの摂取になる健康
食品が存在した。医薬品からの摂取量を超えて健康
食品からバルバロインを過剰摂取するものは，特に
安全性を考慮する必要がある。

4．過去の調査結果との比較
1）1997 年の報告との比較

東京都立衛生研究所の報告8）において，バルバロ
イン含有量は，粒状製品 6 試料で 2.9～5.2mg/g，粉
末製品 1 試料で 5.0mg/g，乾燥葉製品 2 試料でそれ
ぞれ 3.7，4.2mg/g であった。また，アロエとウー
ロン茶の混合乾燥葉製品 1 試料で 0.47mg/g，アロ
エと杜仲葉やハトムギなどの混合ティーバッグ製品
3 試料で 0.27～0.90mg/g であった。なお，清涼飲料
水の液状製品 2 試料（内 1 つはアロエベラの表示あ
り）ではバルバロインは検出されていない。次に，
バルバロイン含有量が最も高い粒状製品（5.2mg/g）
は，摂取目安量では 3.4mg のバルバロイン量になり，
同時に調査した日本薬局方アロエ（バルバロイン含
有量 57mg/g）の服用量（0.125g）から算出された
バルバロイン量 7.1mg を目安にすると，粒状製品
を摂取目安量の約 2 倍摂取すると下剤的作用を示す
と推察されている。乾燥葉製品（バルバロイン含有
量 3.7mg/g の場合）でも，熱湯で浸出すると 1 杯

（100mL）あたり 2.3mg のバルバロインを含むと推
定されるため，3 杯程度を飲むと下剤的作用を示す
可能性があると指摘されている。

今回のアロエ健康食品の錠剤 5 製品と上記の錠剤
に相当する粒状製品 6 試料のバルバロイン含有量を
比較すると，錠剤の内 2 製品（S-06，S-08）が粒状
製品より高く，最も高い錠剤（15.6mg/g）は最も高
い粒状製品（5.2mg/g）の 3 倍であった。また，上
記の液状製品からはバルバロインは検出されていな
いが，今回の飲料 4 製品からは検出され，上記の日
本薬局方のアロエのバルバロイン含有量（57mg/g）
よりも今回の D-01 アロエ末（143mg/g）が高かった。
さらに，上記のバルバロイン含有量が最も高い粒状
製品（5.2mg/g）は，摂取目安量では 3.4mg のバル
バロイン量であったが，今回のアロエ健康食品は，
S-07，S-09 を除く 7 製品の一日摂取目安量あたりの
バルバロイン量が，摂取目安量によってはこれより
多かった。特に S-02～S-04，S-06 の最大の摂取目
安量あたりのバルバロイン量は 10 倍以上であった。
以上のことから，1997 年の報告と比べると今回は
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バルバロイン含有量が高く，一日摂取目安量あたり
のバルバロイン量も多い健康食品が増加している傾
向にあると考えられる。

2）2005 年の報告との比較
国民生活センターの報告4）においては，バルバロ

イン含有量は示されていないが，一日摂取目安量に
含まれるバルバロイン量が示されている。バルバロ
イン量（最大量）は，錠剤 11 銘柄では 0.4～10.1mg，
飲料 6 銘柄では 10.9～25.7mg であった。錠剤より
飲料の方が一日あたりにとるバルバロイン量が格段
に多かった。すべての銘柄の飲料および半数近くの
銘柄の錠剤が一日摂取目安量で 5mg 以上のバルバ
ロインをとることとなり，生理作用を及ぼす可能性
があると指摘されている。なお，アロエベラ飲料 3
銘柄からはバルバロインは検出されていない。また，
医薬品 2 銘柄では，一日の服用量に含まれるバルバ
ロイン量は，それぞれ 19.6（最小）～32.7mg（最大），
26.8（最小）～53.6mg（最大）であったことから，
ある銘柄の飲料は最大の一日摂取目安量を飲むと医
薬品の最小服用量を飲むのとほぼ同量のバルバロイ
ンをとることになると指摘されている。

一日摂取目安量あたりのバルバロイン量につい
て，今回のアロエ健康食品の錠剤 5 製品は 1.25～
30.6mg，飲料 4 製品は 3.15～82.8mg であった。こ
れらの最大量と，上記の錠剤 11 銘柄および飲料 6
銘柄を比較すると，今回の錠剤 2 製品（S-06，S-08）
と飲料 3 製品（S-02～S-04）がそれぞれ多く、今回
最も多い錠剤（30.6mg）は上記の最も多い錠剤

（10.1mg）の約 3 倍，今回最も多い飲料（82.8mg）
は上記の最も多い飲料（25.7mg）の 3 倍以上であっ
た。錠剤より飲料の方が多い傾向にあることは，今
回も上記の結果も同じであった。医薬品と同等の効
果になる可能性があると考える一日摂取目安量あた
りのバルバロイン量 5mg 以上のものの割合は，今
回のアロエ健康食品の飲料 5 製品すべておよび錠剤
5 製品中 3 製品であり，上記の飲料と錠剤における
割合とほぼ同じであった。ただし，今回の過剰摂取
の基準とした 30mg を超えるものは，上記のものに
はなかった。また，今回のアロエ医薬品の一日服用
量あたりのバルバロイン量は 7.63～58.0mg であり，
最も多い上記の医薬品（53.6mg）と比較するとほ
ぼ同じであった。以上のことから，2005 年の報告
と比べると今回は一日摂取目安量あたりのバルバロ
イン量が多い健康食品が増加している傾向にあると
考えられる。

Ⅴ．要約

アロエは様々な種があり，医薬品，食品などに利
用されている。アロエの成分としては緩下作用など
をもつバルバロインが知られているが，どの程度の
量のバルバロインを摂取する可能性があるのか，安
全性の観点から明らかにする必要がある。そこで今
回は，キダチアロエを原料としたアロエ健康食品（飲
料 4 製品，錠剤 5 製品，粉末 1 製品）中のバルバロ
イン含有量を調べた。また，比較のためにアロエ医
薬品（日本薬局方の生薬 1 製品、医薬品 2 製品），
植物（キダチアロエ 2 製品）中のバルバロイン含有
量も調べた。

試料からシュウ酸メタノールで抽出を行い，バル
バロインを HPLC によって定量した。健康食品の
バルバロイン含有量は 1mL あるいは 1g あたり 0.21
～15.6mg であり，製品間でかなり幅があった。生薬，
医薬品は，それぞれ 143mg/g，30.5～63.6mg/g であ
り，健康食品より高かった。植物のバルバロイン含
有量は 2.37～7.06mg/g であり，健康食品の範囲内
であった。健康食品に表示されている一日摂取目安
量 あ た り の バ ル バ ロ イ ン 量 は 製 品 間 で 1.25～
82.8mg となり，幅が大きかった。医薬品（局方生
薬除く）の一日服用量あたりのバルバロイン量は
7.63～58.0mg となった。これらを比較すると，医
薬品を上回る量のバルバロインの摂取になる健康食
品も存在していた。以上のことから，アロエの健康
食品は摂取量によってはバルバロインの過剰摂取に
なる可能性があり，安全性を考慮する必要がある。
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